
ダンススポーツクラブ神奈川 規約 

 

第  1 条（名称）  

本会は、ダンススポーツクラブ神奈川と称する。 また、本会の英文名は DanceSport Club 

Kanagawa、略称は「DSC 神奈川」とする。  

 

第  2 条（事務所、活動拠点）  

本会は、事務所を神奈川県内におく。 また、本会の活動拠点を会長宅とする。   

 

第  3 条（目的）  

本会は、会員への支援と会員相互の親睦を目的とするとともに、神奈川県ダンススポーツ連

盟 (以下、「県連盟」という ) の加盟団体として、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 (以下、

「JDSF」という ) および県連盟の方針に基づき、地域のダンススポーツの普及と発展に寄与す

ることを目的とする。  

 

第  4 条（事業）  

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。  

（1）神奈川県におけるダンススポーツ競技を含むダンススポーツ全般の普及と発展

に関すること。  

（2）会員のダンススポーツ技術の向上に関すること  

（3）ダンススポーツを通じての会員相互の親睦に関すること。  

（4）その他目的達成に必要な事業に関すること。  

 

第  5 条（会員資格）  

本会の会員は、「JDSF 会員サービスセンター」に個人登録をした JDSF 会員で、原則として

県内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学することにより本県を活動の根拠地と定める者

とする。本項で定める JDSF 会員とは選手会員および OB 会員を言う。  

2. 前項の会員資格を有するＪＤＳＦ会員が、ＪＤＳＦ認定サークルでの活動をしながら本会

での活動をも希望する場合、本会への入会を認めるものとする。  

3. 本条の規定は、前項までの規定に係わらず JDSF からの指導があった場合にはその指導を

優先し、また神奈川県ダンススポーツ連盟と調整の上で運用するものとする。  

 

第  6 条（会員の義務）  

会員は、本会が定める規約及び規程を遵守し、別途定める入会金および会費を納入しなけれ

ばならない。  

 

第  7 条（会員の権利）  

会員は、JDSF 会員として   JDSF  及び県連盟が主催する競技会などの事業、および本会が

主催する講習会などの事業に参加することができる。  

2. 会員は会報、その他のメディアを通じて活動に必要な情報を得ることが出来る。  



3. 会員は、総会における選挙権、被選挙権、および議決権を有する。  

 

第  8 条（役員）  

本会には以下の役員をおく。  

（1）理事  10 名以上、30 名以内  

（2）  監  事  2 名  

 

第  9 条（役員の選出）  

会長１名、副会長  3 名以内、会計１名、事務局長１名及びその他の理事、ならびに監事は、

会員の中から総会で選出する。  

選出された役員は神奈川県ダンススポーツ連盟の他の加盟団体の役員を兼任できない。  

また、理事会が推薦し、総会の承認を経て相談役を置くことができる。  

 

第  10 条（役員の任期）  

役員の任期は、１年とする。ただし任期途中に補充された役員の場合は、前任者の残任期間

とする。なお、役員の再任はこれを妨げない。  

 

第  11 条（総会）  

本会は、活動に対する最高決議機関として総会をおく。  

（1）総会の召集は、毎年１回会長が行う。  

（2）理事の過半数、または会員の過半数から会議に付すべき事項を示して招集の     

 請求があった場合、又は監事全員による招集の請求があった場合は、会長はその請  

求のあった日から  30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。  

 

第  12 条（総会の成立）  

総会は、委任を含め会員の２分の１以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成   で

決議し、可否同数のときは、議長が決するものとする。  

2. 議長は、総会の出席者の中から互選により選任するものとする。  

 

第  13 条（総会の付議議案）  

次の事項は総会に付して、その承認を得なければならない。  

（1）  規約の改正  

（2）  役員の選出  

（3）  活動報告および収支決算の承認  

（4）  活動計画および収支予算の承認  

（5）  会員の除名  

（6）  その他、重要事項の審議  

  

 

 

 



第  14 条（理事会）  

本会は、執行機関として理事会をおく。  

（1） 理事会は、理事をもって構成し総会の決議した事項に基づき本会の業務を執行  

する。  

（2）理事会は必要により随時開催し、委任を含め理事の２分の１以上の出席をもって

成立し、出席者の過半数の賛成で決議する。理事会の議長は、会長またはその委

任を受けた者がその任にあたる。  

（3）前項の他、理事の過半数、または会員の過半数から会議に付すべき事項を示して

理事会の招集を請求された場合、会長はその請求のあった日から  30 日以内に理

事会を招集しなければならない。  

 

第  15 条（会計）  

本会の運営に必要な費用は、会員からの会費、事業から生じる収入および寄付金、その他の

収入によって賄われる。  

2. 収支決算には、財産目録および事業報告とともに監事の意見を付し報告するものとする。  

 

第  16 条（会計年度）  

本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり  12 月  31 日に終わる。  

 

第  17 条（会費）  

本会の年会費および入会金は別紙  1 による。  

2. 会費は「JDSF 会員サービスセンター」に会員が予め届け出た口座より引落しされる。  

 

第  18 条  （退会ならびに休会）  

会員が退会または休会をするときは、JDSF   会員サービスセンターへ退会または休会届を

提出しなければならない。  

 

第  19 条  （会員資格の喪失）  

会員は、次の事由によって資格を喪失する。  

１．退会  

２．除名  

３．死亡  

 

第  20 条  （会員の除名）  

本会は次の場合に会員を除名することができる。  

１．所定の会費を納めなかったとき  

２．JDSF、県連盟、又は本会の名誉を著しく損なう行為があったとき  

３．JDSF、県連盟、又は本会の目的、規則に違反する行為があったとき  

 

 

 



第  21 条  （疑義）  

本規程に定めのない事項、及び解釈に疑義が生じた場合は、理事会にて決定する。  

 

第  22 条（改訂）  

本規約の改訂は、総会で議決権のある出席者（委任を含む）の過半数の議決を経ておこなう。  

 

第  23 条（解散）  

本会の解散は、総会で議決権のある出席者（委任を含む）の  3 分の  2 以上の議決を得なけ

ればならない。  

2. 本会の解散に伴う残余財産は、総会の議決によりその処理方法について決定するものとす

る。  

 

第  24 条（施行）  

本規約は  1995 年  12 月  23 日から施行する。  

 

改定履歴  

1995 年  12 月  23 日施行  

2003 年  2 月  22 日一部改定  

2004 年  3 月  15 日一部改定  

2011 年  2 月  26 日一部改定  

2012 年  2 月  25 日一部改定  

2014 年  2 月  22 日一部改定  

2016 年  2 月  27 日全国統一ひな型による全面改定  

2018 年  7 月  28 日会員登録制度の変更による全面改定  

2020 年  2 月  22 日一部改定  

 


